
スクリーン１

まず説明の前に、本日使用する資料の確認をさせていただきます。

１つ目は、資料４の退職手当について。A4両面印刷７枚ものです。

２つ目は、資料５の計算内訳書の見方。A4片面印刷１枚ものです。

３つ目は、資料６の退職手当計算内訳書サンプル。A4版両面印刷１枚のものです。

３点ございますでしょうか？

本日こちらの３点を使用しますので、あわせて資料に落丁がないかご確認ください。

それでは説明に入らせていただきます。

本日は、「退職手当の計算」「退職手当から控除されるもの」「退職手当の手続きとスケジ
ュール」の順で説明していきます。

イラストの女性の、公立花子さんは、様々な場面で例として登場しますので、あわせてご
確認ください。



スクリーン２

まず退職手当の計算について、皆さんの退職手当の金額は、基本的には、退職時の給
料月額、かける、支給割合、の合計である、退職手当の基本額に、調整額、を足すことによ
って決定されます。

手当額を計算するポイントとして、大きく次の３つが基礎データとして必要になります。

１つ目は、退職時の給料月額はいくらか、ということです。これは、そのまま計算式の退職
時の給料月額、になります。

２つ目は、退職する方の勤続期間は何年か、ということです。これは、計算式の支給割合
に関わります。

３つ目は、退職する理由は何か、ということです。こちらも、計算式の支給割合に関りがあ
り、自己都合と定年退職では、支給割合に大きく差が生じます。



スクリーン３

それでは、まず１つ目のポイント、退職時の給料月額についてご説明します。

退職時の給料月額は、退職手当額を計算する上での基礎となります。

「給料月額」とは、退職日における本俸と、教職調整額と、給料の調整額を合計したもの
です。

本俸とは、給料表で定められた額です。

教職調整額とは、本俸の４％に当たる額が教育職員に支給されるものです。

給料の調整額とは、いわゆる特担手当のことで、特別支援学校に勤務されている方、又
は特別支援学級を担当されている方に給料の調整額として支給されているものです。

以上３つを足したものが給料月額となります。

では、例として、公立花子さんの場合を見てみます。

花子さんの給料月額は、給料表で定められた４１万７，９００円の本俸と、その４％１万６，
７１６円の教職調整額をあわせて、４３万４，６１６円となります。



スクリーン４

基本額を計算するうえで、基本額の特例に該当する場合がありますので、ご説明します。

基本額の特例とは、平成１９年４月１日以降に、給料月額の減額改定以外の理由、例え
ば、教頭から教諭への降格や、調整数の改定、特別支援学級の担任から普通学級の担任
になったなどにより、給料の調整額が支給されなくなった場合などで、退職時の給料月額よ
りも過去の給料月額が多かった時がある場合は、その多かった給料月額を勘案して退職
手当を計算することとなります。

なお、定年引上げに伴う６０歳に達した日後、最初の４月１日以降の給与の７割水準支給
も、特例の対象になります。つまり、令和６年度に６１歳で定年退職する場合は、この基本
額の特例に該当することになります。事例については、後半でご説明します。



スクリーン５

次に２つ目のポイント、勤続期間についてご説明します。

退職手当額は皆さんの勤続期間、つまり公務員等として勤務されてきた期間の長さによ
って変わってきます。

勤続期間は、在職期間、引く、除算期間で決定します。まず、在職期間は宮城県職員とし
て在職した期間を基礎として、通算するべき期間があればそれを加算します。そこから、除
算期間、つまり、休職や育児休業などで勤務しなかった期間を差し引くことで、勤続期間が
決定されます。



スクリーン６

ここで、勤続期間に加える通算期間について、具体的にご説明します。

勤続期間には、皆さんが宮城県で勤務した年数のほかに、他県や他市町村といった、ほ
かの地方公共団体などで、公務員として勤めた期間も含めます。ただし、勤続期間に通算
できるのは、その勤めた団体から、当時、退職手当の支給を受けないで、一日もあけずに
引き続き宮城県の職員となった場合に限ります。なお、常勤講師から一日もあけずに教員
になった場合も、同様に常勤講師の期間が通算されます。例を挙げてみましょう。

通算できる場合として、①をご覧ください。平成元年４月１日から、平成３年３月３１日まで
の２年間、他の団体で公務員として勤務した期間があり、そのあと一日もあけずに平成３年
４月１日付けで宮城県に採用されました。この場合、２年間を通算期間として、在職年数に
足します。

一方、その下の②の例１の場合のように、他の公務員期間と宮城県職員としての期間と
の間に一日でも空白があると、Ｂの期間は勤続期間として通算できず、Ａの平成３年４月１
日に宮城県に採用された時から、退職時までの期間を在職年数として計算することとなり
ます。

また、例２の場合のように、宮城県職員としての採用前に、非常勤講師や私立学校教諭
経験がある場合や、旧所属で退職手当を支給済みの場合は、空白期間がなくても通算す
ることができないため、こちらもＡの期間のみを在職期間として計算することになります。



スクリーン７

次に、除算期間について説明します。

皆さんの在職期間のうち、休職や育児休業などの理由で勤務しなかった期間がある場合
は、その期間を除く必要があります。どのような期間が在職期間から除かれるかについて
は、ご覧の表のとおりです。なお、表のなかに記載のない、産前産後休暇や、病気休暇な
どの休暇については、除算されません。

具体的に、どのように除算されているか、公立花子さんの例を見てみましょう。

花子さんは、出産後、平成３年９月１５日から平成４年３月３１日まで、育児休業をとりまし
た。なお、除算の対象となるのは、月の初日から末日まで勤務しない月ですので、この場合
、平成３年１０月から平成４年３月までの６月(ろくつき)が、除算対象の月数となります。さら
に、こどもが１歳になるまでの育児休業は、除算対象月数の１/３を除算する決まりですの
で、６月(ろくつき)かける１/３で、２月(ふたつき)が除算期間となります。

花子さんの在職年数３５年から、除算期間の２月(ふたつき)を差し引くと、３４年と１０月と

なりますが、１年未満は端数の月として切り捨てますので、花子さんの勤続年数は３４年と
なります。



スクリーン８

ここまで、勤続期間について、お話ししてきました。

最後に、退職手当計算、三つ目のポイント、退職事由について、ご説明します。



スクリーン９

さきほど、勤続年数によって、退職手当額が変わってくるとお話ししましたが、勤続年数が
同じ方でも、退職する理由、例えば、定年か、自己都合か、などが支給割合の決定に関係
するため、退職手当額は変わってきます。

ちなみに、６０歳に達した日後、「自己都合」により退職した場合でも、当分の間は、「定年
退職」の支給割合を用いて算出されます。

例として、公立花子さんが、勤続年数３４年で、定年退職した場合と、自己都合退職した
場合の、退職手当の支給割合を、比べてみましょう。

自己都合で退職した場合の支給割合は、３８．７５３１ですが、定年退職した場合は、４６．
８３０１５となり、自己都合の場合よりも支給割合が高くなり、約３５０万円の差額が発生する
ことになります。



スクリーン１０

先ほど申し上げた支給割合とは、条例で定められている率で簡単に申し上げますと、退
職時の給料月額にこの支給割合をかけた金額が、退職手当額の一部になります。

支給割合は、退職する方、それぞれの勤続年数と、退職事由によって個別に当てはめら
れます。

表示されている表は、支給割合の早見表を省略し、表したものです。省略されていないも
のは、福利課のホームページに掲載しておりますのでご確認ください。

この早見表は、退職事由に応じた横軸と、勤続年数に応じた縦軸で、構成されています。

ご覧のとおり、退職手当の支給割合は、退職する理由ごとに異なります。

自己都合で退職する方は、一番左側の行に記載された割合を使います。定年退職する
かたで、勤続２５年以上の場合は、一番右側の行に記載された割合を使います。

例えば、勤続３４年で自己都合で退職する場合、一番左側の行と３４年の勤続年数の列
が交差するところが、その方の支給割合となりますので、３８．７５３１となります。

一方、定年で退職する場合には、勤続年数は同じ３４年でも、一番右側の行に３４年の勤
続年数をあてはめますので、支給割合は４６．８３０１５となります。



スクリーン１１

さて、退職時の給料月額にかけあわせる支給割合についての説明は、以上となりますが
、計算式には調整額という項目が残っております。

計算式の説明の最後として、この調整額についてご説明します。



スクリーン１２

調整額とは、退職する方の公務への貢献度を退職手当額に反映させるため、退職手当
に加算する金額のことをいいます。その方の職務の級や内容などを考慮して定められた職
員の区分が、１０区分あり区分ごとに調整月額という金額が決められています。職員が在
職した月それぞれに、該当する区分を当てはめ、退職までの在職期間の各月のうち、調整
月額が大きい月から６０月分を足し上げて調整額を算出します。



スクリーン１３

表示されていますのが、退職手当の調整額に関する区分表です。第１号から第１０号ま
で、１０区分に分かれています。区分表の見方としましては、まず、一番左の縦軸をご覧い
ただき、ご自身の退職時の給料表の種類を確認します。該当する給料表の横軸に、４級、
３級、２級などといった、給料表の級などが記載されていますので、ご自身の該当する欄を
見ていくと該当する区分が分かります。



スクリーン１４

調整額の計算については、いろいろな情報が必要になり、複雑な部分がありますので、
いくつか例をあげて説明させていただきます。

算出例①、公立花子さんの場合は、退職時の給料表が教育職給料表（一）の２級の職員で
あり、期末手当等の役職段階別加算割合は１０％で、採用されたときの学歴は大学卒です
。

花子さんを調整額の区分表に当てはめますと、左側の給料表の区分については、教育
職（一）のところを見ます。さらに、給料表の級が２級で、期末手当の加算割合が１０％です
ので、横軸でみて、右から３番目、太枠で囲った部分、第８号に該当します。第８号の調整
月額は、２７，１００円です。在職期間のうち、第８号区分の月が６０月あったと仮定した場
合、花子さんの調整額は２７，１００円かける６０月分で１６２万６，０００円となります。



スクリーン１５

つぎに、別の例も見てみたいと思います。

勤続３８年の先生の場合について、算出例②をご覧ください。給料表の級は教育職（一）の
２級、期末手当の加算割合は１０％で、採用されたときの学歴は大学卒です。

教育職（一）の２級で、期末手当の加算割合が１０％の場合、先ほど公立花子さんの例で
説明したとおり第８号に該当しますが、太枠で囲った部分をご覧ください。こちらの２行目に
、２級、期１０％のうち、注８の者という記載があります。この注８という部分がポイントになり
ます。

区分表の下の方、横線が引いてあるところをご覧いただきますと、勤続期間が大学卒に
あっては、３５年以上であった者と書いてあります。つまり、給料の級が２級で、期末手当の
加算割合が１０％の方のうち、採用されたときの学歴が大学卒であり、勤続期間が３５年以
上の場合は、その３５年以上となる期間の月数は、第７号に該当することとなります。

この例の場合、勤続３８年ですので３５年以上の勤続期間は、３年となり３年分である３６
月が第７号に該当します。調整額は全部で６０月を積み上げて計算しますので、残りの２４
月は第８号となります。よって調整額は、第７号区分の１１７万円と、第８号区分の６５万４０
０円を足して、合計１８２万４００円となります。



スクリーン１６

管理職の方の場合の調整額については、算出例③として記載していますが、今回は説明
を割愛させていただきますので後ほどご覧ください。

また、調整額は、職務の級や役職、学歴や休職などの取得状況などによって、いろいろな
パターンがあり、個人の状況によって異なります。したがって、一般的な説明は、難しいとい
うことを付け加えさせていただきます。

調整額の説明は以上です。



スクリーン１７

配布資料の６『退職手当計算内訳書サンプル』をご覧ください。この退職手当計算内訳書
では、今までご説明しました、退職時の給料月額を左上に記載し、在職期間と除算期間を
右上に記載しています。最後にご説明しました支給割合と調整額は、中央あたりの欄に記
載されます。ご自身が、第何号区分に当てはまり、それが何月あったのか、という調整額の
内訳についても、こちらでご確認いただけます。

以上で、基本的な退職手当の算出方法のご説明を終わります。



スクリーン１８

次に、前半で少しふれました退職手当基本額に特例について、再度確認します。

基本額の特例とは、平成１９年４月１日以降に給料月額の減額改定以外の理由によって
、給料の調整額が支給されなくなった場合などで、退職時の給料月額よりも過去の給料月
額が多かった時がある場合は、その多かった給料月額を勘案して退職手当を計算すること
となります。

これは、定年引上げに伴う６０歳に達した日後、最初の４月１日以降の給与の７割水準支
給も、特例の対象になります。つまり、前半で申し上げたとおり、令和６年度に６１歳で定年
退職する場合は、この基本額の特例に該当することになります。



スクリーン１９

それでは、事例をみていきましょう。

事例①は、退職日の給料月額が特定減額日より低かった例となっています。この事案の
具体例としては、特別支援学校に勤務されていた方が高等学校に異動し、給料の調整額
が支給されなくなり退職した例などが挙げられます。

この時の退職手当の基本額は、Ａの特定減額前給料月額に特定減額日までの支給割合
アをかけて、さらに、Ｂの退職日の給料月額に退職日までの支給割合イから、アの支給割
合を引いたものをかけて、それぞれを足すことにより求められます。



スクリーン２０

事例②は、事例①の状況後、定年引上げにより令和６年度からの給料が７割となり、退
職時の給料が一番低かった例となっています。このように、勘案が必要なタイミングが、退
職時の給料月額のほかに、特定減額日前と、給料７割措置前にもあることから、いわゆる
２段階ピーク時特例が発生します。

この時の退職手当の基本額は、事例①での式に加えて、Ｃの給料７割措置後の退職日
給料月額に、退職日までの支給割合ウからイの支給割合を引いたものをかけて、それぞ
れを足すことにより求められます。

金額などが記載された具体例については、福利課のホームページに掲載しておりますの
で、ご確認いただければと思います。



スクリーン２１

基本額の特例に該当する場合、退職手当計算内訳書は、先ほどご説明しました様式とは
異なり、このような様式となります。今年度退職の方で、ご覧のような退職手当計算内訳書
が届いた方は、基本額の特例の該当者ということになります。

詳しい見方につきましては、配布資料の５『退職手当計算内訳書の見方』に記載していま
すので、参考にしてください。

なお、令和６年度以降に退職する場合で、事例②に該当する方は、「退職時の給料等」の
欄が、横３列になるため、様式が変更となる可能性がありますので、ご承知ください。

退職手当の計算に関する説明は、以上となります。



スクリーン２２

これまで説明しました計算方法で、退職手当額が決定されますが、実際には、その退職
手当額から、税金などを控除した額が皆さんの口座に振り込まれる額となります。

具体的には、まず退職手当から控除される税金として、所得税、市町村民税、県民税、給
与にかかる住民税があります。その他、共済組合からの貸付金の未償還金などがありま
す。



スクリーン２３

以上のうち、退職手当に係る所得税、住民税についてお話します。

再度、配布資料の６『退職手当計算内訳書サンプル』をご覧ください。退職手当計算内訳
書の裏面が、退職手当に関する計算書となっており、右上に控除額表が記載されています
。

ご覧の通り、在職年数が長いほど、退職手当から控除できる額が多くなります。具体的に
は、表の左側にありますが、退職手当額から在職年数に応じた控除額を差し引き、さらに
在職年数６年以上の場合、それに２分の１をかけた額が課税対象額となります。この課税
対象額を、所得税・住民税のそれぞれの計算式に当てはめて税額を求めます。

税金の詳しい計算内訳などは、退職手当計算内訳書の裏面、下半分で確認することがで
きます。

スクリーンご覧のとおり、公立花子さんの例を記載しておりますが、説明は割愛させてい
ただきますので、所属に戻られましたら各自ご確認ください。



スクリーン２４

次に、給与にかかる住民税について、お話しします。

給与にかかる住民税とは、毎月の給料か、控除されている住民税のことです。

毎年、６月から翌年の５月にかけて、給与から天引きで納入しているものです。

３月にご退職された場合、４月と５月は給料の支給がないので、住民税を天引きできませ
ん。そのため、退職手当からあらかじめ控除します。ただし、４月から再任用職員となるか
たについては、４月以降も給料の支給がありますので、引き続き、給料から天引きされるこ
ととなり、退職手当からは控除されません。

さて、今回の退職事務説明会開催にあたり、皆さんから退職手当に関する事前質問を募
集していましたが、多かった質問として、退職後に納付しなければならない税金について、
が挙げられました。

退職手当自体にかかる所得税、住民税については、先ほどお話ししましたとおり、退職手
当を支給する際に源泉徴収しますので、後日あらためて皆さんが納付する必要はありませ
ん。しかし、退職後に納付しなければならない税金として、給与に係る住民税があります。

ここで重要なのが、給与に係る住民税は、前年の所得に応じて課税されるということです
。つまり、令和５年度の住民税は、令和４年の所得に対して課税されることとなり、令和６年
度の住民税は令和５年の所得に対して課税されます。退職後、無職無収入となった場合で
も、令和６年度は令和５年度と同じぐらいの住民税を納付することとなります。特に退職な
さった年は、ご注意ください。



スクリーン２５

続きまして、退職手当の手続きとスケジュールについて、お話させていただきます。

まず、１２月下旬ごろに、各所属へ提出書類の通知を送付予定です。所属から必要書類
が配布されましたら、先生方が各自、関係書類に必要事項を記入し、必要な書類をそろえ
てください。退職手当の振込口座の指定は、このときにおこなっていただきます。

なお、関係書類を提出されたあとに、提出した書類の内容に変更が生じた場合には、速
やかに、所属の事務担当者へ連絡をお願いいたします。具体的には、退職日の翌日に公
務員として再就職が決まった場合や、反対に、再就職予定が取りやめになった場合には、
必ず、事務担当の方に連絡してください。

連絡を失念してしまうと、退職手当を返納していただく場合もありますので、特にご注意願
います。



スクリーン２６

皆さんにご提出いただきました退職関係書類を受けまして、退職日から１か月以内に退
職手当を支給します。令和５年度末退職者分につきましては、令和６年４月下旬を予定して
おります。

退職手当の振込口座として指定した口座は、手当が振り込まれるまでは、解約や名義変
更などはされませんよう、特に注意をお願いいたします。

毎年、口座の解約をしてしまったために、手当の支払いが５月以降になってしまう方がい
らっしゃいますので、ご注意ください。

退職手当決定通知書などの関係書類につきましては、退職手当の支払日の前までに、
福利課から皆さんのご自宅へ郵送させていただきます。

この時届いた源泉徴収票は、年金の手続きなどで、退職後、時間が経ってから必要とな
ることがありますので、しっかりと保管していただきますよう紛失にはご注意ください。

万が一、源泉徴収票の再発行が必要になった場合は、福利課企画管理班までご相談く
ださい。



スクリーン２７

ここまでが退職手当についての説明となりますが、退職手当に関することで不明な点が
あれば、福利課企画管理班までお問合せください。

なお、福利課ホームページでは、おおよその退職手当額が試算できる「退職手当試算シ
ート」を掲載しておりますが、今年度より履歴書と給与明細だけで手軽に試算ができる「退
職手当試算シート」の簡略版が追加掲載されておりますので、ご活用いただければと思い
ます。

さらに、定年引上げに伴い６０歳を超えて退職する職員の退職手当等に関する説明ペー
ジとして、「定年引上げ後の退職手当」を新たに公開しております。ページ内には専用のＱ
＆Ａも掲載しておりますので、是非ご覧ください。

また、本日お話した内容は、皆さまがお持ちの福利厚生ハンドブック２７、２８ページにも
説明が載っておりますので、所属やご自宅に戻られましたら、参考にしていただければと思
います。

以上で、説明を終わります。ありがとうございました。


